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●各種団体との協定
　災害時における応急・復旧活動を迅速に実施するた
め、他の地方自治体（12団体）、民間事業者や各種団
体等（233 団体）と協定を締結し、応急対策活動が
円滑に行えるよう体制を整えている。
　５年度末現在、災害時協定を締結している自治体
は、つぎのとおりである。
　〔災害時総合応援協定〕
　・長野県上田市
　・群馬県前橋市
　・埼玉県上尾市
　〔災害時物資等支援協定〕
　・福島県塙町
　・群馬県下仁田町
　・群馬県館林市
　〔災害時隣接自治体応援協定〕
　・東京都および都内区市町村
　・特別区
　・東京都西東京市
　・埼玉県和光市
　・埼玉県新座市
　・東京都武蔵野市
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（1）犯罪等に対する体制を強化する

43  安全・安心な地域づくり

●練馬区民の安全と安心を推進する条例
　区内で生活する全ての人々による、安全で安心なま
ちづくりの礎とするため、「練馬区民の安全と安心を推
進する条例」を制定し、平成 16年 12月に施行した。

●「街かど安全 72 万区民の目」警戒運動
　区内の 3 警察署および 3 防犯協会と覚書を締結し、
区民向け防犯意識啓発のイベントを共同で実施してい
る。

●地域防犯防火連携組織
　「地域のことは地域で協力して守る」という考え方に
基づき、小学校区域を単位として、学校、町会、自治
会および PTA などの各地域団体が連携して、自主的
活動を展開できる体制を構築している。
　連携組織に対し、その運営費用の一部を助成し、必
要な支援を行っている。５年度末現在、41学区域で
設立されている。

●パトロール団体
　区内で自主的にパトロール活動を実施している団体
のうち、一定の要件を満たす団体について、申請に基
づき「パトロール団体」として登録し、各種支援を
行っている。５年度末現在で 264 団体が登録してい
る。
　〔支援の内容〕

要必にルーロトパ、どな灯導誘やーパンャジ光夜 ・　
な用品の支給

担負用費の区、てえ備にどながけの中ルーロトパ ・　
で保険に加入

・全安るす転運が員備警託委の際う行をルーロトパ ・　
安心パトロールカーの貸出し

　〔登録の要件〕
か、で上以人５が員人るす事従に動活ルーロトパ ・　

つ、その過半数が区内に在住、在勤、在学してい
ること

1月 ・　  回以上または年 12回以上の頻度で、将来に
わたって継続的にパトロール活動を行うこと

　・営利を目的としないこと

●消防団
　消防団は、地域住民が生業を持ちながら、火災や震

災が発生した時に消防署と連携し、消火・人命救助・
応急救護活動を行う組織である。
　区内の消防団は３消防署管轄ごとに組織されており、
各団は更に地域ごとに分かれた分団により構成されて
いる。
　平常時は、区民に対して、火災予防や応急救護の指
導を行うなど、地域における防火防災のリーダーとし
て幅広い活動を行っている。区は消防団の行う各種活
動にかかる経費の一部について、助成等を行っている。

● 防犯設備整備費および防犯カメラ維持管理費の補助制度
　一定の要件を満たす地域の団体が、街頭に防犯カメ
ラなどの防犯設備を設置した場合、その設置費用の一
部について補助を行っている。また、地域団体が設置
したカメラで、一定の要件を満たすものについて、そ
の維持管理費用の一部について補助を行っている。

●ねりま情報メール・練馬区公式Ｘ（旧Twitter）・
　　LINE【安全・安心情報】

●安全・安心パトロールカー
　区内のパトロール体制を強化するため、青色回転灯
を装備した「練馬区安全・安心パトロールカー」を６
台導入している。
　区が委託した警備員が毎日24時間、公園や通学路な
どの巡回パトロールを行うとともに、パトロール団体
などが自主的にパトロールを実施する際に、委託警備
員が運転するパトロールカーを貸し出している。５年
度は延べ 263 件の貸出しを行った。

●街頭消火器の設置
　区民が火災を発見した際の初期消火活動用および災
害対策用として、おおむね100m 四方に1 本の割合で、 
街頭消火器を設置している。５年度末現在で5,405本
を設置している。
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　区内で発生した犯罪に関する情報や、防犯・防火に
役立つ情報などを、あらかじめ登録された区民のパソ
コンやスマートフォンなどに、電子メールや区公式 SNS
で配信している。
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（2）安全な道路環境の整備

〔自転車運転免許証〕

２　自転車安全教室
　平成 21年度から、スタントマンが自転車による事
故の瞬間を再現し、その衝撃や恐怖を体験してもらう
自転車安全教室を実施している。５年度は中学校で
11回、高等学校で２回実施した。
３　自転車シミュレーターの活用
　平成 26年度から、自転車シミュレーターを区立施
設に配置し、自転車のルール・マナーの向上に向けた
取組を進めている。５年度の自転車シミュレーター利
用者は 5,148 人であった。

●交通安全計画
　「交通安全対策基本法」に基づき、４年３月に「第 11
次練馬区交通安全計画」を策定した。この計画の目標
である「交通事故件数および死傷者数を前年以下に減
少させること」を踏まえ、交通安全施設の整備、交通
安全啓発活動を進めている。５年の区内における交通
事故（人身事故）の発生状況は発生件数1,019件、死
傷者数1,129人であり、発生件数・死傷者数ともに前
年からほぼ横ばいであった。また、発生件数はピーク
時の平成 13年の 4,038 件と比べ、約 4分の 1となり、
大きく減少している。

〔交通安全施設〕 ６年4月1日現在

種　別 総　数 対前年度増減
歩　道 49ｍ
道路標識 0本
街路灯 79基
道路反射鏡 3本
歩行者用防護柵
点字ブロック

〔区内の交通事故の状況〕
人・件 
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●区民交通傷害保険
　交通事故等の被害者を救済することを目的としてい
る保険事業で、少額の保険料で加入でき、入院や通院
治療日数に応じて保険金が支払われる。
　自転車の運転者が歩行者等と衝突し、加害者となる
事故が増加している。中には高額の賠償責任を負担
するケースも出ていることから、平成 21年度分から
「自転車賠償責任プラン」を付加した。毎年 2月上旬
から 3月下旬まで受付をしている。

●交通安全啓発
　交通ルールとマナーを身につけることは、交通事故
の防止に有効である。
　平成 10年 12月 15 日に「交通安全都市練馬区宣
言」を行い、生命尊重、人間優先の理念に基づき、交
通事故のない安全で安心して暮らせるまちの実現に向
けて努力することを表明した。（宣言文は裏表紙参照）
　５年度には、春・秋の全国交通安全運動等で、高齢
者の事故防止、歩行者・自転車の交通ルール・マナー
の向上などについての PR を行った。
１　区立小学校での啓発
　新入生を対象に、蛍光反射ランドセルカバーを配布
した。また、「自転車の乗り方教室」を実施し、受講し
た児童に「自転車運転免許証」を発行している。５年
度は小学校 56校で実施し、4,879 人の児童に免許証
を発行した。
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71 ｍ
4か所

129,936 ｍ
2,708 本

45,784 基
6,303 本

88,668 ｍ
2,499 か所

1,052

（1）公共交通を充実する

44  鉄道・道路など都市インフラの整備

●区内交通の現状と「練馬区都市交通マスタープラン」
　区内の交通インフラは、整備が進められてきている
ものの、慢性的な交通渋滞や脆弱な南北方向の交通な
どさまざまな課題がある。
　また、道路網の整備が未完了であることから、公共
交通の不便な地域が依然として存在している。道路の
整備率は、都市計画道路が約5 割、生活幹線道路が約
３割であるなど、交通の円滑化が図られておらず、解
決すべき課題は多い。
　今後、高齢者が増加していく中で、円滑な移動手段
の確保が求められている。その一方で環境問題の高ま
りなどから、自動車交通に過度に依存しない交通体系
の確立も求められている。
　区は、平成20年３月に「練馬区都市交通マスター
プラン」を策定し、誰もが快適に移動できる交通環境
の実現を目指して、さまざまな交通問題の解決に取り組
んでいる。

●都営大江戸線
　都営大江戸線は、光が丘地区の開発に伴う大量輸送
機関として、また、西武池袋線と東武東上線との間に
残る交通不便地域の解消などに寄与するものとして計
画された鉄道路線であり、放射部と環状部からなって
いる。
　平成 12年 12月には、現行の営業区間が全線（汐
留駅は 14年 11月開業）開通した。これにより、区
内から六本木、大門方面へは乗換えがなくなるととも
に、都心・副都心へのアクセス利便性が向上した。
　光が丘駅～大泉学園町までの延伸は、首都圏の鉄道
ネットワークを充実・強化するうえで欠くことのでき
ない路線であり、都区部にわずかに残る鉄道駅から離
れた地域を大きく改善することができる。また、豊か
なみどりが残る地域に、都市の利便性を兼ね備えるこ
とで、延伸地域のポテンシャルを最大限引き出し、良
好な住宅都市を形成することができる。
　本路線は、27年 7月に都の計画に、28年 4月に
は国の答申において、整備に向けた明確な位置付けを
得ている。加えて、５年１月に都が公表した、「『未来
の東京』戦略」では、延伸について「関係者と事業化
について協議・調整を進める」、「事業化についての検
討を実施」と位置付けた。
　また、都議会令和５年第１回定例会において、知事

から「副知事をトップとする庁内検討組織を立ち上
げ、練馬区と一層連携を図って、協議、調整を重ねな
がら、課題解決の方策や今後の進め方について、ス
ピード感を持って検討を深めていく」との発言があっ
た。５年３月には、「大江戸線延伸にかかる庁内検討
プロジェクトチーム」が設置された。
　区は、延伸の早期実現を目指し、大江戸線を運営し
ている都との具体的な協議や、新駅予定地周辺を含む
延伸地域のまちづくりに取り組んでいる。また、実現
には積極的に区が役割を担う必要があることから、延
伸に資するために活用する大江戸線延伸推進基金50

　大泉学園町から先の JR武蔵野線東所沢駅までの延伸
については、新座市等で構成する都市高速鉄道12号 
線延伸促進協議会に加盟し、要請活動等を行っている。
　
●西武池袋線
　西武池袋線は、区内を東西方向に走る鉄道路線であ
る。区内には、江古田駅から大泉学園駅までの8駅が
あり、また保谷駅が区に近接していることから、多く
の区民の日常生活を支えている。
　この路線は、踏切による慢性的な交通渋滞や踏切事
故の抜本的な対策として、都により高架化が行われて
きた。併せて、複々線化事業も、西武鉄道（株）によ
り進められてきた。
　昭和 46年 1月に桜台駅～石神井公園駅付近間の都
市計画が決定されて以降、順次事業に着手した。平
成 6年 12月には練馬高野台駅が開業し、利便性が高
まった。また、15年 3月までに桜台駅～練馬高野台
駅付近間の高架複々線化が完了し、19か所の踏切が
無くなった。
　練馬高野台駅～大泉学園駅付近間については、17
年 6月に都市計画が決定（変更）され、19年 5月に
事業着手し、27年 1月には高架化が完了した。その
結果、9か所の踏切が無くなり、鉄道により隔てられ
ていた地域が一体化するなど、安全で快適なまちづく
りに大いに寄与した。また、この事業に併せて練馬高
野台駅～石神井公園駅間が複々線化され、25年 3月
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億円を、６年度には 30億円、その後も計画的に積み
増ししていく。さらに、区議会、地域住民とともに大
江戸線延伸促進期成同盟を設立し、促進大会の開催
や都に対し、早期着工に向けた働きかけを行ってきた。
29 年 8月、期成同盟は、区内経済・産業団体、町会
等と大江戸線延伸推進会議を設立し、延伸実現に向
けてともに活動している。
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